
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) ７ 月 ２ １ 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

減給１か月 令和２年９月から10月頃、同僚職員に腹を立て、正面から当

道 南 教育局 給 料 の 該職員の両腕上腕部を両手の拳で交互に強い力で複数回殴り、

１ 10分の１ 左上腕部の外側に拳大のあざを生じさせた。

操 機 長 男 性 （38歳）


